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令和２年９月平戸市教育委員会定例会会議録 

 

区 分  

日  時 令和２年９月 24日(木) 午前９時 30分開会 午前 10時 20分閉会 

場  所 教育委員会 応接室 

出席委員 
筒井清信委員、戸田眞須美委員、久家孝史委員、宮﨑トシ子委員 

小川茂敏教育長 

出 席 者 
橋口教育次長 永田理事兼学校教育課長 石山教育総務課長 

岩永生涯学習課長 今村文化交流課長 森川平戸図書館長 

 

発言者 質疑等 

 

教育次長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

両委員 

 

 

教育長 

 

 

（日程第１ 開会） 

 ただ今から、令和２年９月平戸市定例教育委員会を始めさせていただき

ます。 

 

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、ここ田平支所前を流れる釜田川

沿いの彼岸花ロードも真っ赤に彩り、秋の深まりを感じさせてくれていま

す。また、新型コロナウイルス感染症も徐々に収束の兆しが見えてきたよ

うにも感じますが、９月連休の人出がどのような結果をもたらすのか、気

がかりでもあります。さて、台風９号、10号の影響は心配されたほどでは

なかったものの、程度の差はあれ市内すべての学校が被害を受けました。

一部には使用制限をせざるを得ない学校もあり、一刻も早い復旧を図るべ

く取り組んでいるところです。 

それでは、議事日程により９月定例会を進めさせていただきます。 

 

（日程第２ 議事録署名委員の指名について） 

日程第２ 議事録署名委員の指名につきまして、宮﨑委員、筒井委員を

指名させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 はい。 

 

（日程第３ 議事録の承認について） 

日程第３ 議事録の承認につきましては、８月定例会の議事録について

事前に送付しておりましたので、ご確認いただいていると思います。 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

何かございましたでしょうか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

特にないようでございますので、８月定例会の議事録については、承認

することでよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

８月定例会の議事録は承認されました。 

 

（日程第４ 教育長報告について） 

続いて、日程第４ 教育長報告です。 

 

資料１ページをお開き願います。 

まず、実績報告です。主なものにつきまして報告します。８月 21 日の

総合教育会議では、第３期教育振興基本計画について市長との協議を行い

ました。29日は市民大学の開講式がありました。７名の新規受講生があり

ましたので、受講生は 69 名となりました。９月 1 日は２学期の始業式で

した。夏休み中の大きな事故もなく、児童生徒は元気に登校してまいりま

した。コロナ禍の影響で不登校が増えないか心配もあったところですが、

現状では、昨年度、一昨年度より不登校は減少しています。２日と７日は

台風による全校休業としました。６日は市民体育大会総合開会式を予定し

ていましたがコロナ禍の影響で中止し、市体育協会表彰式のみが行われま

したので出席いたしました。７日に開会した９月定例市議会は、台風の影

響で午後５時に開会となり、18日に閉会しました。市議会の状況につきま

しては、後程、次長から報告をさせていただきます。19日は市内小中学校

ＰＴＡ会長の研修会に出席しました。 

 今後の予定です。28 日は市議会決算委員会に出席予定です。29 日は県

教育委員会主催の教育長・校長合研修会が佐世保市で行われ、次年度の教

職員人事異動について協議が始まります。10 月 7 日は中総体の駅伝競技

が久吹ダムコースで行われます。８日は第３期教育振興基本計画策定委員

会を開催し、最終とりまとめを行います。９日は県市町教育長スクラムミ

ーティングが予定されています。14日は市社会教育委員会が予定されてい

ます。なお、例年、秋に開催していました市小学校陸上競技会とツーデー

ウオーク大会については、今年度は中止となりました。 

以上、報告させていただきます。 

 

何かお尋ねはございませんか。よろしいですか。 
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教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育総務

課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育総務

課長 

教育長 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 （「はい。」の声あり。） 

 

それでは、報告済みとさせていただきます。 

 

（日程第５ 議事） 

日程第５ 議事に移ります。 

 

議案第 23 号 平戸市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正につい

て 議題といたします。 

 

事務局より説明願います。 

 

議案第 23 号 平戸市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正につい

て ご説明をさせていただきます。 

以下説明、省略 

 

ご質問はありませんか。 

 

連帯保証人の確認はどのように行うのですか。 

 

連帯保証人には印鑑証明を添付してもらうようにしています。 

 

予約採用奨学生の制度を設けた理由をお聞かせください。 

 

理由の一つは、申請者が減っていることもあり、奨学資金貸付基金運営

委員会においても、制度設計が時代に沿っていないのではないかとの意見

があること、二つには、合格通知後は４月入学前の高校在学中に入学金等

の納付が求められることや修学するにあたって殆どの学生が借家住まい

になるために入学前に一定の費用が必要なことから、入学前にまとまった

資金が必要になる現状に考慮して、新たに予約採用奨学生の制度を設ける

ものです。 

 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

議案第 23 号 平戸市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正につい

て 原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 
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教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育総務

課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

（「はい。」の声あり） 

 

議案第 23 号 平戸市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部改正につい

て 原案のとおり可決いたします。 

 

議案第24号 平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正について 

議題といたします。 

 

事務局より説明願います。 

 

議案第 24 号 平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正について  

ご説明をさせていただきます。 

以下説明、省略 

 

ご質問はございませんか。 

 

一般市民用の 10席には決まった方が乗車するようになるのですか。 

 

一般市民の混乗は、10月からの市内交通網の再編に因るところでありま

して、スクールバスの余剰席を利用して一般市民に市民病院までの足を確

保し利便性を向上させるものです。一般市民が混乗する宝亀号と大川原号

は、小学生と中学生を紐差小学校前の車庫で降ろした後、市民病院まで運

行するようになります。宝亀地区の宝亀浦と大川原地区については、10月

からふれあいバスが運行しなくなり、代わりにスクールバスに混乗できる

ようになるので、スクールバスに乗車する一般市民は、ふれあいバスと同

じ料金で利用していただくことになります。一般市民席は最大 10 席で、

利用したい方は事前に地域協働課の許可が必要になります。利用の仕方

は、乗車時に許可書を提示し、利用料は事前に購入したチケットで払うよ

うにします。小中学生用の席と一般市民用の席は明確に表示し、スムーズ

な運行を行うようにしています。 

 

事前に地域協働課の許可を受けていない場合、乗れるのでしょうか。 

 

許可がない方は、お断りするようにしています。地域協働課の許可は、

車の運転ができない高齢者や病院に通院する高齢者が優先されるようで

す。教育委員会としては、スクールバスは小中学生の登校を最優先し、児

童生徒の安全確保を最優先するように伝えていますし、これをしっかり守

っていただかなければ混乗化に同意できないことを伝えています。 
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委員 

 

 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育総務

課長 

 

 

教育長 

 

 

規則第 10 条第２項に「前項に規定する児童・生徒以外の者の乗車につ

いては、学校長と協議のうえ、教育長が認める者とする。」とあるのです

が、どのような場合にこの条項が適用されるのですか。 

 

スクールバスは、原則、廃校した学校の児童生徒の統合校までの登下校

やへき地からの遠距離通学の登下校のために運行するものです。稀に、廃

校した学校の児童生徒でありながらも統合校までの通学距離が遠距離通

学の対象距離に満たない場合があったり、へき地でありながらも近くに公

共交通バスが通っている場合があります。統廃合に応じた地域の児童生徒

全員がスクールバスを利用して通学できるようにするため、第 10 条第２

項を適用しています。 

 

他にございませんか。よろしいですか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

議案第 24 号 平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正について 

原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

議案第 24 号 平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正について 

原案のとおり可決いたします。 

 

（日程第６ 報告） 

日程第６ 報告に移ります。 

 

報告第 11 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい

て 議題といたします。 

 

事務局より説明願います。 

 

報告第 11 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい

て ご説明をさせていただきます。 

以下説明、省略 

 

ご質問はありませんか。よろしいですか。 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

理事兼学

校教育課

長 

 

生涯学習

課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「はい。」の声あり） 

 

報告第 11 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい

て 承認することでしてよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

報告第 11 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい

て 承認することといたします。 

 

（日程第７ その他） 

 日程第７ その他 に移ります。 

 （１）共催・後援等について 説明をお願いします。 

 

学校教育課から、後援２件について説明をさせていただきます。 

 説明、省略 

 

 

生涯学習課から、後援３件について説明をさせていただきます。 

 説明、省略 

 

お尋ねはございませんか。よろしいですか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

 （１）共催・後援等については報告済みといたします。 

 

続きまして（２）各課長報告に移ります。 

 

教育総務課です。資料 37ページをお願いします。 

実績報告です。８月 21 日、総合教育会議に出席いたしました。９月７

日から市議会９月定例会が開会され、９月 14 日に産業建設文教委員会に

おいて条例及び補正予算について審議が行われました。同じく、議会最終

日の 18日にも先程報告第 11号で報告させていただきました生月小学校体

育館の台風災害関係の補正予算について、産業建設文教委員会で審議が行

われました。19日は市ＰＴＡ連合会の会長研修会に出席しました。 

今後の予定です。９月 28 日から市議会決算特別委員会が開かれる予定

です。９月 30 日は第６回第三期教育振興基本計画担当者調整会議、10 月

８日は第４回第三期教育振興基本計画策定委員会が予定されています。 
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以上です。 

 

学校教育課です。資料 38ページをご覧ください。 

実績報告です。９月 1日は２学期の始業式でした。２日と７日は台風に

よる全校休業としました。９月２日に予定しておりました校長研修会は台

風接近による臨時休業のため４日に行いました。９日は教頭研修会でし

た。14日は、田平中学校の学校実態調査を行いました県教育委員会も同席

しました。15 日は田助小学校の定例学校訪問、17 日は志々伎小学校の総

合学校訪問を行いました。19日は市小中学校ＰＴＡ会長研修会に出席しま

した。記載しています各学校で、修学旅行及び体育大会が行われています。 

今後の予定ですが、各学校で運動会、体育大会、各種学校訪問が予定さ

れています。９月 29 日は県教育委員会主催の教育長・校長合同研修会が

佐世保市で行われ、次年度の教職員人事異動の動きが始まります。10月 1

日、就学時健康診断が始まります。10月２日、校長研修会が生月小学校で

行われます。10 月７日、中総体の駅伝競技が久吹ダムコースで行われま

す。例年、終日開催していましたが、今年度は午前中のみで終わる予定で

す。10月 14日、教頭研修会が平戸小学校で行われます。 

以上です。 

 

生涯学習課です。資料 39ページをご覧ください。 

実績報告です。８月 22日、第３回東っ子ふれあい教室を開催しました。

８月 29 日、第１回のひらど市民大学講座を開講しました。例年、６月開

講でございますが、コロナ禍で２カ月遅れての開講となりました。回数も

８講座の予定です。開講式には 50 名程度集まりましたが、その中に高校

１年生の受講生がいます。新たな風が吹いているような気がしています。

９月６日、市民体育祭総合開会式はコロナ禍で取り止めましたので、体育

功労者表彰のみ文化センターで午前８時 30分から行いました。９月 11日、

紐差小学校区通学合宿実行委員会が行われました。例年、20名程度の参加

がありますが、今年度は７名が参加して行う予定です。18日は長崎県生涯

スポーツ委員会が長崎市で開催されました。今年度の県民体育祭は総合開

会式が中止となりました。平戸市のスポーツ競技で 18 団体ありますが、

うち半数程の競技で県大会が中止となっている状況です。この後、体育協

会３役会議を開いて結団式等の開催についてどのようにするのか協議す

る予定です。19日は市小中学校ＰＴＡ会長研修会に出席しました。９月 19

日は第４回東っ子ふれあい教室で海の観察を行いました。同日、第２回ひ

らど市民大学を開催しました。 

今後の予定です。本日、第３回紐差小学校区通学合宿実行委員会があり

まして役割分担等が決まる予定です。９月 26 日は第１回平戸市成人式実

行委員会を行います。今度の成人式はコロナ対策を十分にとったうえで、
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何とか実施したいと考えています。10 月 1 日は平戸市少年補導委員連絡

協議会役員会を開き、今年度の研修会の開催について協議する予定です。

10月５日は生涯学習推進会議、14日は平戸市社会教育委員会議を開催し、

今後の事業等について協議する予定です。 

以上です。 

 

平戸図書館です。同じく資料は 39ページをお願いいたします。 

実績報告です。８月 22日と 24日は、夏休み最後の子供向けの事業を永

田記念図書館で行いました。９月８日から 10 日にかけて大島中学校生徒

の職場体験を受け入れました。今年度の職場体験は、コロナ禍の影響もあ

って大島中学校だけが実施し、他の学校は中止になっているようです。 

今後の予定ですが、10 月 11 日に佐賀県玄海町から図書館建設関係の協

議会の委員 17名が視察に見える予定です。 

以上です。 

 

文化交流課です。資料 40ページをお願いします。 

実績報告です。７月 11日から９月６日にかけてオランダ商館において、

同じく７月 18日から９月 27日にかけては博物館島の館において企画展を

行っています。８月 22日は平戸学講座「平戸の民俗芸能」を開催し、５回

のうちの第１回目で 25名が参加しました。８月 24日、夏休み企画として

子ども歴史講座で平戸城を散策しました。８月 26 日は第１回史跡平戸和

蘭商館跡保存活用計画策定委員会をテレビ会議で行いました。９月２日

は、５年後に長崎県で国民文化祭を開催したいということで、長崎県文化

観光推進関係担当課長会がテレビ会議で開かれました。９月８日は大島中

学校生徒２名の職場体験を受け入れ、文化財パトロールや史料整理等を体

験してもらいました。９月 19 日は平戸学講座の２回目で平戸城の探訪を

行いました。 

今後の予定です。９月 25 日、三浦按針没後 400 年事業実行委員会役員

会を行います。26日は第１回平戸史再考講座「太洋路の成立と古代信仰」

を行う予定です。また、同日、平戸市伝統的建造物群保存地区保存審議会

を大島村で開催する予定です。10月１日、長崎県文化財保護行政主管課長

会議が長崎市で開催されます。10月７日から９日は平戸市美術展覧会の出

品受付を行い、16 日に審査、21 日に入賞入選者の発表を行います。平戸

市美術展覧会による作品公開は、10 月 31 日から 11 月 22 日にかけて市内

各会場で予定しています。10月 24日から１月 24日までは、オランダ商館

で「アジアの海－オランダ商館ヘリテージネットワークと時代の産物」の

企画展を行います。10 月 31 日は第２回平戸史再考講座「太洋路の発展と

城郭」を予定しています。 

以上です。 
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教育長 

 

委員 

 

 

 

理事兼学

校教育課

長 

 

 

 

 

 

委員 

 

理事兼学

校教育課

長 

委員 

 

文化交流

課長 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

理事兼学

校教育課

長 

 

委員 

 

 

 

 

課長報告が終わりました。ご質問はないですか。 

 

修学旅行についてです。ふるさと教育の視点からも生徒が平戸市を見つ

め直す良い機会になったと考えます。市内で実施した修学旅行について、

少し具体的に聞かせていただけませんか。 

 

南部中学校が９月 16日から１泊２日で実施していますので報告します。

1 日目は、南部学校を出発し、午前中は生月地区でカヌー体験をした後、

舘浦漁港から船に乗って中江ノ島の世界遺産を見学しています。午後は平

戸北部の交流広場に移動して平戸北部の町並みを散策し史跡見学をし、宿

泊は近くのホテルでした。２日目は中野地区の紙漉きの里で野外活動を行

い、千里ヶ浜海水浴場の近くで昼食をとり、15 時 40 分に南部中学校着と

いう日程でした。 

 

初めて行った場所もあったのでしょうね。 

 

平戸市民でありながら、カヌー体験とか普段なかなか体験できないこと

が体験できたようで、写真で確認する限り楽しそうでした。 

 

良かったです。 

 

南部中学校の修学旅行では、保護者の承諾を得て、地元の文化財を活用

して学習している様子を文化交流課の方で終日撮影させていただきまし

た。現在、文化交流課で編集中ですが、今後、これまでと違った視点の平

戸の魅力として、情報発信していきたいと考えています。 

 

子どもたちの力になっていると考えます。よろしくお願いします。 

 

修学旅行のコースは、どのようにして決定するのですか。 

 

学校によってさまざまです。子どもたちの学びにふさわしい選択肢を教

師側で提示した中から生徒が見学場所を選ぶ場合もあります。コース選択

の方法はいろいろです。 

 

ふるさとを活用した教育は、地元や地域にもお手伝いの場があったりし

て、地域の大人が、いきいき、わくわくする機会にもなっているようで、

今回の修学旅行はふるさと教育にふさわしい良い機会だったと考えます。 
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教育長 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育次長 

 

 

 

そうですね、地域の方は地域の子どもたちと接する場が増えると喜ばれ

るのでしょうね。良いことですね。 

 

社会科の学習と併せることも考えられますよね。 

 

陸路を巡ることはあっても海路を巡ることはなかなか体験できないこ

とで、わくわくする体験ができたことは非常に大きいのではないでしょう

か。こちらも嬉しかったです。 

 

コロナ禍の影響で暗くなるようなことが続いている中での明るい話題

で、として嬉しいことです。 

 

社会科見学というと市外見学というイメージが強かったですが、市内見

学の学年を設けることが必要かもしれませんね。 

 

私の出身地では小学校５年生の時に地元巡りの時間があって、その時に

元寇などの島の歴史や史跡についても学びました。数十年経った今でもし

っかりと覚えていますので、興味のあるこどもだけが参加するのではな

く、小学校段階のどこかで学校行事に入れていただければいいではないか

と考えます。 

 

同じです。力を入れて育てたい内容は、ある程度カリキュラムの中に入

れないと、定着しないし、しっかりした指導ができないし、子どもたちの

学びはなかなか難しいので、こういう取組はもっと進めて欲しいです。 

 

是非、校長会等で議論して進めていきたいと考えます。 

 

他にないですか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

（２）各課長報告については、報告済みとさせていただきます。 

 

次は、（３）教育次長報告です。 

 

令和２年９月定例市議会についてご報告いたします。９月７日に開会し

９月 18 日に閉会しました。先月の教育委員会で報告しましたが、教育委

員会関係は「令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価等の報告について」「令和２年度平戸市一般会計補正予算（第７号）」
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育次長 

 

教育長 

 

 

教育長 

「平戸市奨学金貸付基金条例の一部改正について」「平戸市地域交流セン

ター条例の一部改正について」「物品購入契約の締結について」及び「指定

管理者の指定について」原案通り承認及び可決となっております。さらに、

台風災害関連の追加補正議案「令和２年度平戸市一般会計補正予算（第８

号）」につきましても可決されました。また「令和元年度一般会計決算認定

について」は、閉会中の決算委員会において審議されます。 

続きまして、一般質問につきましては、９名の質問者のうち２名が教育

委員会に関連するものでした。近藤議員からは「指定管理者業務について」

として、生涯学習課が所管するＢ＆Ｇ海洋センター等の指定管理のあり方

について質問があり、同施設が持つ特異性を説明するともに有効に活用し

ていく旨を答弁いたしました。近藤議員からは、イベントの開催について

は地域偏重によることなく施設活用することで施設の価値も見いだせる

ので、活用を期待しているとの意見がありました。大久保議員からは「教

育行政について」として、特に本市の幼児教育について質問がありました。

本市の就学前の幼児教育はどこの部署が担うのかという内容のものでし

たが、幼児教育は各施設の方針に基づき行われているものであり、教育委

員会としては関与していくこと、また、第３期教育振興基本計画に中でも

幼保小連携の推進を明記しており、幼保の連絡協議会的な組織の取組みに

対して教育委員会として協力することはできるのではないかという趣旨

の答弁をいたしました。 

 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

（３）教育次長報告は、報告済みといたします。 

 

次、（４）その他 に移ります。 

 

何かございませんか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

それでは、（４）その他 を終わります。 

 

次は、次回定例会の日程についてです。 

事務局、お願いします。 

 

事務局としましては、10月 20日（火）午前９時 30分から教育委員会の
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

応接室でお願いしたいと考えております。 

 

 日程については、よろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

次回定例教育委員会は、10月 20日（火）午前９時 30分から教育委員会

の応接室で開催ということで予定をさせていただきます。 

 

(日程第８ 閉会) 

以上をもちまして、令和２年９月定例教育委員会を終了いたします。 

 

  

 

午前 10時 20分 閉会 

 

 

令和２年９月 24日 

 

会議録署名人 

 

署名人  委員            

 

署名人  委員            

 

会議録調製職員 

 

 

 

 

 

 

 


